
2020 年 11 月 11 日 

日本原子力発電株式会社 

敦賀発電所２号炉 ボーリング柱状図の記事欄に係る 

指摘事項に対する検討の取り組み状況について 

１．本日のご説明内容 

〇第 916 回審査会合（令和 2 年 10 月 30 日）資料「敦賀発電所２号炉 ボーリング柱状

図の記事欄に係るご指摘への回答」で，第 865 回審査会合での以下の指摘事項に対す

る検討結果を示した。 

(5)総点検の体制，不適合管理の内容について示すこと。原因分析が表面的に見えるの

で，更に深掘りして検討すること。

〇今回，上記指摘事項に対する検討の取り組み状況及び別途ご指示のあった記載の不備

に係る共通原因分析の状況を示す。 

（１）総点検の状況

（２）原因分析の状況（原因分析を更に深掘りするための原因分析チームの設置）

（３）不適合管理の状況

（４）共通原因分析の状況

２．資料 

資料１ 第 916 回審査会合「敦賀発電所２号炉 ボーリング柱状図の記事欄に係るご

指摘への回答」 

資料２ 不適合管理の経緯 

資料３ 共通原因分析関連資料 

以 上 
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資料２（1／5）

不適合管理の経緯

日付 会合等

2020年
2月7日

第833回審査会合での指摘
①柱状図データの記事欄が変更されている
②変更の理由に係る説明がない（黄色枠等
　のマーキングがない）

（添付資料-1：第833回審査会合資料（抜粋）P1～）

2020年
2月10日

2020年
2月下旬

～
2020年
5月上旬

2020年
2月14日

第835回審査会合での当社説明
①柱状図データの記事欄を変更した考え方を説明
②変更箇所を説明しなかった理由を説明
③今回と類似の変更箇所を調査する。
（添付資料-4：第835回審査会合資料　P20～22）

【審査会合でのご指摘】
○調査会社が作成した柱状図，申請書の柱状
　図，これまでの審査会合に提出した柱状図を
　比較して，変更箇所及び変更理由を説明する
　こと。
○調査会社が作成した柱状図を提出すること。
○柱状図データの記事欄には本来何を記載すべ
　きか明確にすること。

2020年
3月12日

不適合の処理状況

不適合（①②：総点検）に基づく調査計画書を作成。
（添付資料-3：敦賀発電所２号炉　「敷地の地形，地質・地質構造について」に関する審査資料のデータ書換えの疑義に関する調査計画書　P12～）

不適合「敦2「敷地の地形，地質・地質構造について」に関する審査資料のデータ書換えの疑義について（19-PDP-003）」【L0-Z2相当】を発行。
下記内容の調査を行う。
①過去の審査資料に記載した調査データが他の調査データにより削除，変更されていないか。
②過去の審査資料について，変更箇所を明示した黄色枠等のマーキングの抜けがないか。
（添付資料-2：不適合管理票（19-PDP-003）P3～）

【他社申請書の調査】
○他社の柱状図データの記事欄には原則，肉眼観察結果のみが記載されていた。
○薄片観察の結果で肉眼観察の結果を上書きしているところは無かった。

【調査結果】
① 記載の削除・変更 第657回：1箇所，第833回：29箇所
② 黄色枠の付け忘れ 第657回：15箇所，第833回：70箇所

○不適合件名の変更。
　（件名「敦２「敷地の地形，地質・地質構造について」に関する審査資料のデータの記載方法に関する指摘について」に変更。）

○不適合区分の変更（「L0-Z2」から「L2-P1」）。

○対策立案
　①－１　審査資料上の調査データが他の調査データにより削除，変更されている箇所については，各々の削除，変更理由について明確にする。
　①－２　柱状図の記事欄に何を記載すべきかを明確にする。
　①－３　変更経緯を明確にする。
　　　　　・・・6連比較表（調査会社が作成した柱状図，申請書（添六）の柱状図，審査会合資料（３回分（第536回，第657回，第833回））の柱状図）
　②　変更箇所の明示（黄色枠等）が無かった箇所については，資料に明示し，その変更理由を明確にする。
（添付資料-2：不適合管理票（19-PDP-003）P3）
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資料２（2／5）

不適合管理の経緯

日付 会合等 不適合の処理状況

2020年
3月上旬

～
2020年
5月中旬

2020年
6月4日

【第865回審査会合での当社回答に対するご指摘】
Ⅰ.調査会社の報告書柱状図を起点として申請
　 書柱状図でどのような変更があったのかを
　 分かりやすく整理すること。申請書柱状図で
　 反映すべきデータを明確にすること。
Ⅱ.申請書案の元データが提示されていない10
　 孔について再度確認し，元データと申請書
　 柱状図との比較を行うこと。
Ⅲ.総点検の体制，不適合管理の内容について
　 示すこと。原因分析が表面的に見えるので，
　 更に深掘りして検討すること。
（添付資料-5：第865回審査会合資料（抜粋）
  P36，37，50）

2020年
5月11日

対策実施（6連比較表等の作成・調査等）

○対策の追加
　・審査資料のボーリング柱状図の記事欄については，肉眼観察の結果のみ記載し，更新する。（対策①－２の反映）
　・最新の審査資料上（※2）の誤記を修正・更新する。（対策①－３の過程で確認）
　　※2　第833回審査会合資料（令和2年2月7日）参考資料３　ボーリング柱状図・コア写真

○原因
　・敦賀発電所２号機の審査資料における柱状図データについては，一次データ（記録）ではなく，審査資料
　　（文書）として扱っていたため，内容を変更しやすいプロセスとなっていた。
　・審査資料のレビューについて，専門知識を有する者のみが主に確認をしており，客観的なレビューが不足していた。
　・資料の修正について，ＮＲＡからの指摘を誤って理解した。
　・審査資料のレビューにおいて，変更箇所の明示の有無の確認をしていなかった。

○是正処置立案
（１）審査資料の変更管理
　　　 審査会合のラップアップ面談等において，コメント・アクション事項の主旨（資料変更箇所の説明要否，変更箇所の明示を含む）を
　　　　確実に確認する。
　　　 地盤関係のヒアリングで提示する審査資料の変更箇所は必ず明示することとし，他の審査においても，資料変更箇所の説明を
　　　　確実に実施して行く。
　　　 地盤関係の審査資料については，注記あるいは資料改訂リストの作成と提示等により，変更箇所及び変更理由を明確にする。
　　　 提出する資料の変更箇所の説明に関する確認を実施するとともに，審査資料について客観的な立場からのレビューを更に付加する
　　　　ために，審査対応の体制（担当部署以外）の強化を図る。

（２）柱状図データの取扱い
　　　 柱状図の記事欄における肉眼観察の結果は，変更・削除しない。
　　　 資料作成・審査対応に当たる者に「柱状図における肉眼観察の結果は，変更・削除しないこと」を徹底する。
　　　 提出した柱状図は変更しない資料の作成プロセスとする。
　　　 薄片観察の結果等は「性状一覧表」，「薄片観察資料集」等の別資料にとりまとめた審査資料とする。
　　　 審査資料について客観的な立場からのレビューを更に付加するために，審査対応の体制（担当部署以外）の強化を図る。

（添付資料-2：不適合管理票（19-PDP-003）P3～4）
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資料２（3／5）

不適合管理の経緯

日付 会合等 不適合の処理状況

2020年
6月19日

2020年
6月24日

原因分析の深掘り

19-PDP-003 20-PDP-001（指摘Ⅰ） 20-PDP-002（指摘Ⅱ） 20-PDP-003（指摘Ⅲ）

不適合「敦２新規制基準適合性に係る審査
会合（第865回）におけるコメント対応①
（20-PDP-001）」発行
（添付資料-7：不適合管理票（20-PDP-
001）P93～）
【不適合区分：Ｌ１】

不適合「敦２新規制基準適合性に係る審査会合
（第865回）におけるコメント対応②（20-PDP-
002）」発行
（添付資料-8：不適合管理票（20-PDP-002））
【不適合区分：Ｌ１】

不適合「敦２新規制基準適合性に係る審査会合（第
865回）におけるコメント対応③（20-PDP-003）」発
行
（添付資料-9：不適合管理票（20-PDP-003））
【不適合区分：Ｌ１】

審査会合コメントについて社内議論を踏まえ，各項目を確実にフォローするため，項目ごとに下記3件の不適合を発行し管理することとした。
①20-PDP-001：柱状図記事欄の記載の変遷（第865回審査会合での指摘Ⅰ）
②20-PDP-002：申請書柱状図エビデンス確認（第865回審査会合での指摘Ⅱ）
③20-PDP-003：柱状図書換え原因分析深掘り（第865回審査会合での指摘Ⅲ）

総点検

技術連絡票　「不適合「敦２審査資料のデータの記載
方法に関する指摘について」（19-PDP-003）に関する
直接原因分析　の協力依頼に対する回答」受領。
⇒原因分析チームよる分析が完了（R0）
 主な問題点 
・審査資料における柱状図データを記録として
　認識していない。
・補足データ集の説明をしていない。
・データの取り扱いが，調達管理上，不明確
　なものがあった。
（添付資料-10：技術連絡票　「不適合「敦２審査資
料のデータの記載方法に関する指摘について」（19-
PDP-003）に関する直接原因分析　の協力依頼に対す
る回答」P122）

2020年
7月21日

2020年
6月26日

○技術連絡票 不適合「敦２審査資料のデータの記載方法に関する指摘について」（19-PDP-003）に関する直接原因分析の協力依頼」発行
  （開発計画室→発電管理室，安全室）
　⇒原因分析の深掘りチームを立上げ実施
（添付資料-6 P68：技術連絡票　不適合「敦２審査資料のデータの記載方法に関する指摘について」（19-PDP-003）に関する直接原因分析の協力依頼）

○調査計画書を作成。
（添付資料-6，P66：敦２審査資料の指摘に関する原因分析の実施計画書)
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資料２（4／5）

不適合管理の経緯

日付 会合等 不適合の処理状況

2020年
7月27日

下記対策を立案
○調査会社のボーリング柱状図から
　の変更点・変更理由を整理する。
○今後，柱状図に記載する事項に
　ついて，規格，他社の状況等も
　踏まえて整理する。
（添付資料-7：不適合管理票（20-
　PDP-001）P94）

下記対策を立案
○対象の10孔分のボーリング柱状図に
  ついて，申請書を作成した際の元データ
 （記録）の有無等を確認する。
○ボーリングコアの観察から申請書に
  柱状図を掲載するまでのプロセスに
  ついて，調達管理，設計管理の観点
  から問題が無いか確認する。
（添付資料-8：不適合管理票（20-PDP
 -002）P103）

下記対策を確定
〇本件の原因について，申請書・審査資料の
　作成に関与していない第三者を含めた
　調査チームにより，原因の深掘りを行う。
（添付資料-9：不適合管理票（20-PDP-003）
　P117）

○対策の完了
・7月21日付の技術連絡票の内容について
　開発計画室内での確認が完了

◎対策（分析結果）は，不適合19-PDP-003
　にて管理を行うこととし本不適合を
　完了。
（添付資料-9：不適合管理票（20-PDP-003）P117）

2020年
8月12日～14日

○不適合20-PDP-002の実施結果を踏ま
　え，対策に下記内容を追加。
①電子データで受領した申請書用柱状
　図（申請書の根拠資料）について，
　委託報告書として受領する。
②上記で受領した委託報告書（申請書用
　柱状図）をQMSの記録として手続きを
　実施する。

○不適合20-PDP-002及び20-PDP-003の
　実施結果を踏まえ，是正処置内容を
　追加。
（添付資料-2：不適合管理票（19-PDP-003）
P10）

○対策の完了
①調査会社のボーリング柱状図から
　設置変更許可申請書（H27）に掲載
　した柱状図への記載の変更内容と
　その考え方について整理した。
⇒10月30日審査会合資料に反映

②今後の申請書及び審査資料のボー
　リング柱状図に記載する事項につ
　いて整理した。
⇒10月30日審査会合資料に反映

（添付資料-7：不適合管理票（20-PDP-
001）P94）

○対策の完了
①10孔分の元データについて，5孔は報告書
　用柱状図，他の5孔はコア観察カードで
　あった。なお，対象の10孔以外の柱状図
　の元データは，委託報告書に掲載した柱状
　図を元データとして作成しているが，その
　作成プロセスについての当社から明確に
　要求していなかった。
②申請書用柱状図を委託先調査会社から電子
　データで受領しており，委託成果物として
　適切な手続きを行っていないことが確認
　された。

◎対策の結果②より，是正が必要と判断。
◎対策・是正は，不適合19-PDP-003にて
　管理することとし，本不適合20-PDP-002は
　完了。
（添付資料-8：不適合管理票（20-PDP-002）
P103）
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資料２（5／5）

不適合管理の経緯

日付 会合等 不適合の処理状況

2020年
9月24日

審査会合資料を提出。

2020年
10月30日

第916回審査会合

○技術連絡票　不適合「敦２審査資料のデータの記載方法に関する指摘について」（19-PDP-003）に関する直接原因分析　の協力依頼に対する回答（R1）」
　【原因分析チーム⇒開発計画室】（R0に対する原因分析結果・是正内容に関する経営指示）

○技術連絡票（R1）を基に，不適合19-PDP-003の是正処置内容に下記内容とした。（5月11日の是正処置に20-PDP-003の結果を追加，整理した。）
（１）審査資料の変更管理
　　　①審査資料の変更箇所の取扱いや説明方法についてルールを明確にする。
　　　②発言の主旨を審査会合や面談等で確認する。
　　　③今回の教訓や規程改正の内容とともに，品質保証の基本事項とその重要性についてもあらためて教育・勉強会を行う。
　　　④資料レビューに担当ライン以外の土木建築を専門とする社員を加え，資料作成の早い段階から，多角的な視点からレビュー
　　　　（技術的な視点）できる体制とする。
　　　⑤資料レビューに担当ライン以外の業務に関わる社員を加え，資料作成の早い段階から，多角的な視点からレビュー
　　　　（技術的な視点以外）できる体制とする。
　　　⑥懸念を発言できる職場環境づくりに一層取り組む。（問いかける姿勢）

（２）柱状図データの取扱い
　　　①審査資料（地盤関係の評価等）の根拠となる一次データ（柱状図データを含む）を明確にする。
　　　②柱状図には一次データ（肉眼観察結果）のみを記載し，それ以外の評価結果等については別資料として作成する。
　　　③審査資料提出前のチェックシートに，今回の事例を踏まえた（一次データが変更・削除されていないこと）チェックの観点を追加し，
　　　　室長（審査責任者）の確認を得る。

（３）その他
　　　①申請書のエビデンスとなる委託成果物は，委託期間中であっても品質記録とする手続きを明確にする。
　　　　（申請書のエビデンスとなる一次データとなる委託成果は，中間報告書として受領し，品質記録として管理する。）
　　　②「土木建築設備の設計管理要領」の技術検討に関する基準を明確にする。
　　　③土木建築設備について，当初の調達仕様書に具体的に記載されていない事項がある場合には，調査仕様書の変更を議事録で明確にする。
　　　④懸念を発言できる職場環境づくりに一層取り組む。（問いかける姿勢）

（添付資料-2：不適合管理票（19-PDP-003）P10）
（添付資料-6：技術連絡票　不適合「敦２審査資料のデータの記載方法に関する指摘について」（19-PDP-003）に関する直接原因分析の協力依頼に対する回答（R1）
　P61～）
（添付資料-11：是正処置実施状況のエビデンス P128～）

2020年
9月2日～8日
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2020 年 10 月 19 日 

 

 

品質保証委員会 委員各位 

品質保証委員会事務局 

 

 

第 102 回品質保証委員会の議事録の報告について 

 

 

 第 102 回品質保証委員会の議事録について，『品質保証委員会及び品質保証検

討会等運営要項 第８条（事務局）』に基づき，添付資料のとおり報告致します。 

 

 

  添付資料 

１．第 102 回 品質保証委員会 議事録 

 

以上 
 

 

資料３
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４．議事 
・委員の 2/3 以上の出席を確認し，本委員会の成立を確認した。 

 
審議：敦賀２号機 審査資料の記載の不備を受けた根本原因分析対象事象の選定につ

いて 
【審議結果】 
・提案通り，敦賀 2 号機の審査資料において発生した４件の記載の不備に係る不適合を

「類似性・頻発傾向のある不適合」として根本原因分析の対象に選定する。 
 

委員] 確認したい。「５．当社他プラントへの展開」は今回の審議対象ではな

いということで良いか。 

委員] 理解の通りである。内容の重要性を考慮し，委員各位が共通認識を持て

るようにここに記載した。なお，この点については，今後実施する根本原因

分析の結果が出たあとに改めて本委員会で議論頂くことにする。 

 

委員長] 「３．根本原因分析の選定事象」にある敦賀 2 号機の審査資料におい

て発生した４件の記載の不備に係る不適合を，「類似性・頻発傾向のある不

適合」として根本原因分析の対象に選定することにする。 

 

－ 以 上 － 
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